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Ⅰ．当社の概況及び組織に関する事項 

１．商号 Teneo Partners株式会社 

 

２．登録年月日（登録番号） 

2010年1月8日（関東財務局長（金商）第2315号） 

 

３．沿革及び経営の組織 

(1) 会社の沿革 

年 月 沿  革 

2009年8月 会社設立（資本金10百万円） 

2010年1月 投資助言・代理業登録（2011年8月に廃止） 

2010年5月 金融商品仲介業登録（2011年8月に廃止） 

2011年4月 増資（資本金75百万円） 

2011年8月 第一種金融商品取引業・第二種金融商品取引業登録 

2016年1月 増資（資本金78.5百万円） 

2016年2月 増資（資本金84.5百万円） 

 

(2) 経営の組織 

 

株主総会 

取締役 
 

 

取締役会 

 

営業責任者 

商品・管理部   

内部管理責任者 

 

総務・経理部 

 

コンプライアンス部 

 

監査役 

 

 

  

 

  

営 業 部 

内部管理統括責任者 

ミドル・バックグループ 

 

 代表取締役社長 
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４．株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株

主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合 

氏名又は名称 保有株式数 割合 

1. Teneo Partners Limited 1,690株 100％ 

計  １  名 1,690株 100％ 

 

５．役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称 

（2025年 12月 31日現在） 

役職名 氏名又は名称 代表権

の有無 

常勤・非常勤の別 

代表取締役社長 梅津 一幸 有 常勤 

取締役 カーネル・ヨハン・マティアス 無 常勤 

取締役 ダグラス・ピーターポール 無 非常勤 

監査役 西村 幸宏 無 非常勤 

 

６．政令で定める使用人の氏名 

金融商品取引業に関し、法令等（法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の

規則をいう。）を遵守させるための指導に関する業務を統括する者（部長、次長、課長そ

の他いかなる名称を有する者であるかどうかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代

行し得る地位にある者を含む。）の氏名 

氏 名 役 職 名 

宮代 宜政 コンプライアンス部長 

 

７．業務の種別 

(1) 当社が業として行う行為又は業務は、次に掲げるものとします。 

①金融商品取引法第 28条第 1項に定める第一種金融商品取引業 

②金融商品取引法第 28条第 2項に定める第二種金融商品取引業 

 

(2) 当社が金融商品取引業に付随して行う業務は、次に掲げるものとします。 

①有価証券に関連する情報の提供又は助言に係る業務 

②他の事業者の経営に関する相談に応じる業務 

③通貨の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 

④外国投資信託の受益証券に係る収益金、償還金若しくは解約金の支払又は当該有価証

券に係る信託財産に属する有価証券その他の資産の交付に係る業務の代理  

⑤外国投資証券に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償
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還金の支払に係る業務の代理 

⑥日本証券業協会「外国証券の取引に関する規則」に規定された代行協会員としての行

為 

 

(3) 当社が取り扱う有価証券の種類は、次に掲げるものとします。 

①金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券 

②金融商品取引法第2条第1項第8号に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表

示する証券 

③金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券 

④金融商品取引法第2条第1項第11号に規定する投資証券又は外国投資証券 

⑤金融商品取引法第2条第1項第17号に規定する外国の者の発行する証券で社債券、株券

または新株予約権証券の性質を有するもの 

⑥金融商品取引法第2条第2項第1号または第2号に規定する信託の受益権 

⑦金融商品取引法第2条第2項第4号に規定する権利 

⑧金融商品取引法第2条第2項第5号に規定する権利 

⑨金融商品取引法第2条第2項第6号に規定する権利 

 

８．本店その他の営業所又は事務所（外国法人にあっては、本店及び国内における主たる

営業所又は事務所その他の営業所又は事務所）の名称及び所在地 

名 称 所 在 地 

本 店 
〒104-0031 

東京都中央区京橋三丁目 3番 2号小松ビル 3階 

大阪営業所 
〒530-0017 

大阪府大阪市北区角田町 8-1 大阪ツインタワーズ・ノース 19階 

 

９．他に行っている事業の種類 

その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務 

 

10. 苦情処理及び紛争解決の体制 

・第一種金融商品取引業 

金融商品取引法第37条の7第1項第1号イに規定する苦情処理措置及び紛争解決措置とし

て、特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（ＦＩＮＭＡＣ）と手続

実施基本契約を締結しております。 

・第二種金融商品取引業 

金融商品取引法第37条の7第1項第2号ロに規定する苦情処理措置及び紛争解決措置とし

て、特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（ＦＩＮＭＡＣ）に利用
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登録を行っております。 

また、当社は、苦情等の迅速な解決を図るべく、外部機関等の紛争等解決の業務に適切

に協力するものとします。 

 

11．加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称 

日本証券業協会 

 

12．会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号 

該当事項はございません。 

 

13．加入する投資者保護基金の名称 

日本投資者保護基金 
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Ⅱ．業務の状況に関する事項 

１．当期の業務の概要 

営業収益は前期比 32.6％の増収、当期純損益は 134.4％の増益となり、今期の業績は

概ね好調に推移しました。 

 

２．業務の状況を示す指標 

(1) 経営成績等の推移 

（単位：百万円） 

 2023年 12月期 2024年 12月期 2025年 12月期 

資本金 84 84 84 

発行済株式総数 1,690株 1,690株 1,690株 

営業収益 382 499 662 

（受入手数料） 382 499 662 

（（募集・売出し・特定投資家向け

売付け勧誘等の取扱手数料）） 
5 16 0 

((その他の受入手数料)) 377  483 661 

残高報酬 42 75 51 

管理業務・販売支援業務に係る収益 334 408 610 

純営業収益 382 499 354 

経常損益 113 168 352 

当期純損益 75 101 237 

 

(2) 有価証券引受・売買等の状況 

① 株券の売買高の推移 

該当事項はございません。 

 

② 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の

募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況 
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（単位：百万円） 

区分 
引受

高 
売出高 

特定投資

家向け売

付け勧誘

等の総額 

募集の

取扱高 

売出の

取扱高 

私募の

取扱高 

特定投資

家向売付

け勧誘等

の取扱高 

２

０

２

３

年

１

２

月

期  

株券 

(外国投資証券) 
― ― ― ― ― ― ― 

国債証券 ― ― ― ― ― ― ― 

地方債証券 ― ― ― ― ― ― ― 

特殊債券 ― ― ― ― ― ― ― 

社債券 ― ― ― ― ― ― ― 

受益証券 ― ― ― ― ― 183 ― 

その他 ― ― ― ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― ― 183 ― 

２

０

２

４

年

１

２

月

期 

株券 

(外国投資証券) 
― ― ― ― ― ― ― 

国債証券 ― ― ― ― ― ― ― 

地方債証券 ― ― ― ― ― ― ― 

特殊債券 ― ― ― ― ― ― ― 

社債券 ― ― ― ― ― ― ― 

受益証券 ― ― ― ― ― 543 ― 

その他 ― ― ― ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― ― 543 ― 

 

２

０

２

５

年

１

２

月

期 
 

 

株券 

(外国投資証券) 
― ― ― ― ― ― ― 

国債証券 ― ― ― ― ― ― ― 

地方債証券 ― ― ― ― ― ― ― 

特殊債券 ― ― ― ― ― ― ― 

社債券 ― ― ― ― ― ― ― 

受益証券 ― ― ― ― ― 30 ― 

その他 ― ― ― ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― ― 30 ― 
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(3) その他業務の状況 

その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務 

① 該当事項はございません。 

 

(4) 自己資本規制比率の状況 

（単位：％、百万円） 

 2023年12月期 2024年12月期 2025年12月期 

自己資本規制比率（A/BX100） 343.6％ 450.0% 641.7％ 

固定化されていない自己資本（A） 301 402 639 

リスク相当額（B） 87 89 99 

 市場リスク相当額 5 6 9 

取引先リスク相当額 22 27 33 

基礎的リスク相当額 60 54 56 

暗号資産等による控除額 ― ― ― 

 

 

 (5) 使用人の総数及び外務員の総数 

（単位：名） 

 2023年12月期 2024年12月期 2025年12月期 

使用人 16 14 16 

（うち外務員） 15 14 15 

 

 

(6)役員の業績連動報酬の状況  

該当事項はございません。 
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Ⅲ．財産の状況に関する事項 

１．経理の状況 

(1) 貸借対照表

（単位：百万円） 

科 目 2024年12月期 

[現金･預金] 

普通預金 

預託金 

現金･預金合計 

[他流動資産] 

募集等払込金 

未収入金 

貸倒引当金 

前払費用 

その他の流動資産 

流動資産合計 

[有形固定資産] 

建物 

器具備品 

有形固定資産計 

[無形固定資産] 

ソフトウェア

無形固定資産計 

[投資その他の資産] 

長期差入保証金 

長期前払費用 

投資その他の資産合計 

固定資産合計 

404 

0 

404 

- 

111 

△34

1

- 

482 

3 

0 

3 

0 

0 

11 

0 

11 

14 

658 

0 

658 

- 

134 

△34

1

0 

759 

2 

1 

4 

0 

0 

11 

0 

11 

15 

資産合計 497 775 

[他流動負債] 

前受収益 

未払金 

未払法人税等 

未払消費税等 

預り金 

募集等受入金 

2 

25 

48 

0 

1 

- 

- 

20 

81 

13 

3 

-

2025年12月期 
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流動負債合計 

負債合計 

                                        

[資本金] 

資本金                                                                                 

資本金合計                 

 [利益剰余金] 

繰越利益 

当期純損益金額 

繰越利益剰余金合計 

利益剰余金合計 

78 

78 

 

 

84 

84 

 

233 

101 

334 

334 

118 

118 

 

 

84 

84 

 

334 

237 

572 

572 

純資産合計 418 656 

負債･純資産合計 497 775 

 

(2) 損益計算書 

（単位：百万円） 

科 目 2024年12月期 2025年12月期 

[営業収益] 

募集・売り出しの手数料  

その他の受入手数料 

営業収益合計 

[販売費・一般管理費] 

取引関係費 

人件費 

不動産関係費 

事務費 

減価償却費 

租税公課 

その他 

販売費・一般管理費計 

営業損益金額 

[営業外収益] 

雑収入 

為替差益 

営業外収益合計 

[営業外費用] 

 

16 

483 

499 

 

139 

129 

17 

6 

0 

5 

37 

337 

162 

 

2 

4 

6 

 

 

0 

661 

662 

 

130 

151 

18 

6 

1 

0 

0 

308 

354 

 

0 

- 

0 
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雑損失  

為替差損 

営業外費用合計 

経常損益金額  

 [当期純損益] 

税引前当期純損益金額  

法人税･住民税及び事業税 

- 

- 

168 

 

168 

168 

67 

0 

1 

352 

 

352 

352 

114 

当期純損益金額 101 237 

 

(3) 株主資本等変動計算書 

（単位：百万円） 

 2024年12月期   2025年12月期 

資本金 前期末残高  

当期変動額 

当期末残高 

84 

 

84 

84 

 

84 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

 

 

前期末残高  

当期変動額 

当期純利益金額 

当期末残高 

 

 

233 

 

101 

334 

 

 

334 

 

237 

572 

利益剰余金合計 前期末残高 

当期変動額  

当期末残高 

233 

101 

334 

334 

237 

572 

株主資本合計 前期末残高  

当期変動額 

当期末残高 

317 

101 

418 

418 

237 

656 

純資産の部合計 前期末残高 

当期変動額 

当期末残高 

317 

101 

418 

418 

237 

656 

 

２．借入金の主要な借入先及び借入金額 

該当事項はございません。 

 

３．保有する有価証券（トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除

く。）の取得価額、時価及び評価損益 
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該当事項はございません。 

 

４．デリバティブ取引（トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。）

の契約価額、時価及び評価損益 

該当事項はございません。 

 

５．財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無 

当社は2025年の計算書類（貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注

記表）について公認会計士今西裕子事務所の監査を受けております。 

 

Ⅳ．管理の状況 

１．内部管理の状況の概要 

当社における内部管理については社内規程、内部監査規程及びコンプライアンス・マ

ニュアルの定めに基づき、法令・諸規則等の遵守状況、業務の活動状況、会計処理の

状況のほか会社が必要と認める事項について、コンプライアンス推進体制のもと実施

しております。 

 

コンプライアンス推進体制 

① コンプライアンス部会 

管理部門によるコンプライアンス関連の懸案事項について提案・協議を行いコンプラ

イアンス委員会に上程します。 

 

② コンプライアンス委員会 

コンプライアンス部長を議長とし、コンプライアンス部会で提案協議されたコンプラ

イアンス関連の案件や緊急を要する案件について必要に応じて機動的に報告・承認・

決裁の意思決定を行い次回の取締役会で報告・承認を行います。 

 

③ 取締役会 

取締役会は、当社の業務執行に係る最高意思決定機関として、コンプライアンス態勢

の確立に最終的な責任を持ちます。 

取締役会のコンプライアンス推進における主な具体的役割としては、以下のものが挙

げられます。 

 コンプライアンス・マニュアルを始めとする基本的な規程類の制改定 

 コンプライアンス推進のための組織の整備 

 コンプライアンス確保状況のモニタリング 

 重要な方針・個別事案に係る意思決定 
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各取締役及び監査役は、取締役会の議論への参加等を通じて、当社のコンプライアン

ス態勢の監視を行います。 

 

④ 代表取締役 

代表取締役は、取締役会の決定する方針に基づき、当社の業務執行を統括します。 

コンプライアンスに係る事項についても、取締役会において決するべき事項以外の事

項に関する最終的な判断権限と責任を有します。 

 

⑤ 内部管理統括責任者 

内部管理統括責任者は、日本証券業協会｢協会員の内部管理責任者等に関する規則｣（以

下、｢内部管理責任者規則｣）に基づき設置される役職で、当社の営業活動における法

令等遵守及び内部管理の確保に統括的な責任を有します。 

当社では、コンプライアンス部長が内部管理統括責任者を兼ねます。 

 

⑥ 内部管理責任者 

内部管理責任者は、上記と同様、内部管理責任者規則に基づき設置される役職で、内

部管理統括責任者の指揮・監督の下、担当する営業単位における法令等遵守状況の検

証等の内部管理業務を所管します。 

当社では、商品・管理部長が内部管理責任者を兼ねます。 

 

⑦ コンプライアンス部 

コンプライアンス部は、当社の法令等遵守管理を統括する部門として、規程類の整備、

研修・指導の実施、対外文書の審査、法令等遵守状況のモニタリング、コンプライア

ンスに係る個別事案の検討等の業務を所管します。又、コンプライアンス統括部署は

（内部監査を兼務）社長直轄の部署です。 

 

⑧ 各部門長 

各部門の長は、所管する部門における法令等遵守に一義的な責任を有し、自らの業務

執行及び管下職員の指揮・監督に責任を有します。 

営業部の長は、内部管理責任者規則に基づく営業責任者を兼ねます。 

 

２．分別管理の状況 

(1) 顧客分別金信託の状況 

（単位：百万円） 

項 目 2024年12月31日現在の金額 2025年12月31日現在の金額 

直近差替計算基準日の顧客 － － 
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分別金必要額 

顧客分別金信託額 0 0 

期末日現在の顧客分別金 

必要額 

－ － 

 

(2) 有価証券の分別管理の状況 

① 保護預り等有価証券 

有価証券の種類 
2024年12月31日現在 2025年12月31日現在 

国内証券 外国証券 国内証券 外国証券 

株券 株数 ― 千株 12,292千株 ― 千株 8,256千株 

債券 額面金額 ― 百万円 ― 百万円 ― 百万円 ― 百万円 

受益証券 口数 ― 百万口 873百万口 ― 百万口 895百万口 

その他 数量 ― ― ― ― 

 

② 受入保証金代用有価証券 

該当事項はございません。 

③管理の状況 

外国受益証券・外国投資証券 

海外の保管機関において混合管理しております。お客様の持分については当社の帳

簿等により直ちに判別できるように管理しております。また、月次で、お客様の持

分を記載した帳簿と第三者保管機関における残高とを照合しております。 

 

(3) 金融商品取引法第43 条の３の規定に基づく区分管理の状況 

該当事項はございません。 

 

Ⅴ．連結子会社等の状況に関する事項 

該当事項はございません。 

 

以 上 


